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 事 件 番 号      令和４年（行ケ）第１００８９号  

○ 女性用ハイヒール靴の靴底部分に付した赤色（PANTONE 18-1663TP）の色彩のみから

なる商標について、商標法３条２項が定める「使用をされた結果需要者が何人かの業務

に係る商品」であることを認識することができるものに該当するものとはいえないと判

断された事例。 

（事件類型）審決取消（商標）請求事件 （結論）請求棄却 

（関連条文）商標法３条１項３号、２項 

（関連する権利番号）不服２０１９－１４３７９号、商願２０１５－２９９２１ 

判  決  要  旨  

第１  事案の概要等  

   本件は、原告が、女性用ハイヒール靴の靴底部分に付した赤色（ PANTONE 18-

1663TP）の色彩のみからなる商標（詳細は、判決の別紙１を参照されたい）に

ついて、指定商品を第２５類「女性用ハイヒール靴」として、商標登録出願（本

願商標）をしたところ、特許庁から拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判

請求をしたが、不成立審決（本件審決）を受けたため、本件審決の取消しを求

める事案である。  

   原告が主張する本件審決の取消事由は、本願商標の商標法３条２項該当性の

判断の誤りである。  

第２  判断の概要  

 １  単一の色彩のみからなる商標の商標法３条２項の該当性について  

商標法３条１項３号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされる趣旨は、

このような商標は、商品の産地、販売地、品質その他の特性を表示記述する標

章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するもので

あるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもので

あるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力

を欠き、商標としての機能を果たし得ないことによるものと解される。  

そして、商品の色彩は、商品の特性であるといえるから、同号所定の「その商

品の・・・その他の特徴」に該当するものと解される。そして、商品の色彩は、

古来存在し、通常は商品のイメージや美観を高めるために適宜選択されるもの

であり、また、商品の色彩には自然発生的なものや商品の機能を確保するため

に必要とされるものもあることからすると、取引に際し必要適切な表示として

何人もその使用を欲するものであるから、原則として何人も自由に選択して使

用できるものとすべきであり、特に、単一の色彩のみからなる商標については、
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同号の上記趣旨が強く妥当するものと解される。  

他方で、商標法３条２項は、同条１項３号に該当する商標であっても、「使用

をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識する

ことができるもの」については、同項の規定にかかわらず、商標登録を受ける

ことができる旨規定する。  

商標法３条２項の趣旨は、同条１項３号に該当する商標であっても、特定の

者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその

商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能を持つに至り、公益上の見地か

ら不適当とされていた特定人による当該商標の独占的使用を例外的に認めると

いうことにある。  

こうした商標法３条２項の趣旨に照らせば、自由選択の必要性等に基づく公

益性の要請が特に強いと認められる、単一の色彩のみからなる商標が同条同項

の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを

認識することができるもの」に当たるというためには、当該商標が使用をされ

た結果、特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益性の例外として

認められる程度の高度の自他商品識別力等を獲得していること（独占適応性）

を要するものと解するべきである。  

 ２  本願商標の商標法３条２項該当性について  

   本願商標が使用された原告の女性用ハイヒール靴の販売実績、宣伝広告、受

賞歴等によれば、ラグジュアリーブランドに関心のある女性を中心にした一定

の需要者には、本願商標が使用された女性用ハイヒール靴は原告ブランドを指

すものと認識されていることは認められる。しかし、本願商標の構成態様は特

異なものとはいえないこと、原告が取り扱う女性用ハイヒール靴の中敷きに

「 Christian Louboutin」（一部文字を図案化してなるもの）のロゴが付されて

おり、これらの文字の表示から、原告の女性用ハイヒール靴の出所が認識され、

又は認識され得ることは否定できないこと、原告以外の複数の事業者が本願商

標の色彩と同系色である赤色を靴底に使用した女性用ハイヒール靴を販売して

いたこと等の諸事情に加え、本件アンケートの調査結果から推認される需要者

における本件商標の認知度は限定的であることを総合考慮すると、本願商標は、

公益性の例外として認められる程度の高度の自他商品識別力を獲得している

（独占適応性がある）と認めることができないものであることは明らかである。 

   以上によれば、本願商標は、公益性の例外として認められる程度の高度の自

他商品識別力を獲得している（独占適応性がある）と認めることができないも

のであるから、商標法３条２項が定める「使用をされた結果需要者が何人かの

業務に係る商品」であることを認識することができるものに該当するものとは

いえない。  


